
○上三川町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則 

昭和４８年３月２４日 

規則第２号 

（趣旨） 

第１条　この規則は、上三川町重度心身障害者医療費助成に関する条例（昭和

４８年上三川町条例第１２号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

（受給資格者証の交付申請） 

第２条　条例第３条の規定による重度心身障害者医療費受給資格者証（以下「受

給資格者証」という。）の交付を受けようとする者は、別記様式第１号によ

る申請書に次の書類を添付し、町長に申請しなければならない。ただし、町

長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができ

るときは、当該書類を省略させることができる。 

(1) 条例第２条第１項第１号に規定する者にあっては、身体障害者福祉法（昭

和２４年法律第２８３号）第１５条に規定する身体障害者手帳（以下「身

体障害者手帳」という。）又は医師の診断書（別記様式第２号） 

(2) 条例第２条第１項第２号に規定する者にあっては、療育手帳又は児童相

談所等の診断書（別記様式第３号） 

(3) 条例第２条第１項第３号に規定する者にあっては、療育手帳又は身体障

害者手帳若しくは医師の診断書（別記様式第２号）及び児童相談所等の診

断書（別記様式第３号） 

(4) 条例第２条第１項第４号に規定する者にあっては、精神障害者保健福祉

手帳 

(5) 住民税世帯非課税者等にあっては、その事実を証する書類 

（受給資格者証の交付） 



第３条　町長は、前条の規定により申請した者が条例第３条に該当するときは、

当該申請者に別記様式第４号の重度心身障害者医療費受給資格者証を交付す

るものとする。 

２　受給資格者証の有効期間は、条例第３条の規定による助成対象者（以下「助

成対象者」という。）となった日の属する月の初日から、助成対象者でなく

なった日の属する月の末日とする。 

３　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各

号に定める日を受給資格者証の有効期間の始期とする。 

(1) 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２２条第１項に規定する

転入をした日（以下「転入日」という。）の属する月中に助成対象者とな

った場合　当該転入日 

(2) 転入日の属する月の翌月に助成対象者となった者で、助成対象者となっ

た日が当該転入日から起算して１５日以内である場合　当該転入日 

(3) 上三川町の区域内に住所を有し、かつ、県内他市町の受給資格者証の交

付を受けていた者が、新たに高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７

年法律第８０号）に規定する後期高齢者医療の被保険者となったことによ

り、当該被保険者となった日の属する月中に助成対象者となった場合　当

該被保険者となった日 

４　受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、別記様式第５号による申請

書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。 

５　亡失した受給資格者証を発見したときは、速やかに当該発見した受給資格

者証を町長に返還しなければならない。 

（受給資格者証の提示） 

第４条　助成対象者が医療を受けるときは、医療機関等に受給資格者証を提示

するものとする。 

（助成の申請） 



第５条　条例第４条に規定する助成を受けようとするときは、別記様式第６号

による申請書を町長に提出しなければならない。 

２　前項の申請方法は、郵送又は町の窓口持参のいずれかによるものとする。 

（助成の決定） 

第６条　町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請

に係る助成の額を決定し、助成するものとする。 

（届出事項） 

第７条　助成対象者は、住所の変更又は加入保険に変更を生じたときは、別記

様式第７号による変更届に受給資格者証を添えて町長に提出しなければなら

ない。 

（受給資格者証の返還） 

第８条　助成対象者が助成を受ける資格を喪失したとき又は受給資格者証の有

効期間が満了したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければな

らない。 

附　則 

この規則は、昭和４８年４月１日から施行する。 

附　則（昭和５０年規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（昭和５８年規則第３号） 

この規則は、昭和５８年２月１日から施行する。 

附　則（昭和５９年規則第３２号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和５９年１０月１日から適用する。 

附　則（平成６年規則第１９号） 

この規則は、平成６年１０月１日から施行する。 

附　則（平成９年規則第２８号） 

１　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第５条に１項を加える改正

規定は、平成９年１１月１日から施行する。 



２　この規則（前項ただし書に規定する改正規定を除く。）による改正後の上

三川町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成９年

９月１日から適用する。 

附　則（平成１１年規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成１１年４月１日から適用する。 

附　則（平成１４年規則第６０号） 

（施行期日等） 

１　この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町重度心身障害者医療

費助成に関する条例施行規則の規定は、平成１４年１０月１日から適用する。 

２　改正前の上三川町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則第２条、

第３条第１項、同条第４項、第５条第１項及び第７条に定める様式に基づい

て作成した申請書等は、所要の補正をして使用することができる。 

附　則（平成１８年規則第５６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（平成１９年規則第１５号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附　則（平成２０年規則第３号） 

１　この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

２　改正前の上三川町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則第５条

第１項に定める様式に基づいて作成した申請書は、所要の補正をして使用す

ることができる。 

附　則（平成２１年規則第１３号） 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附　則（平成３０年規則第２３号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附　則（令和２年規則第３５号） 

１　この規則は、令和２年１０月１日から施行する。 



２　改正前の上三川町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則に定め

る様式は、所要の補正をして使用することができる。 

附　則（令和３年規則第６号） 

１　この規則は、公布の日から施行する。 

２　改正前の上三川町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則に定め

る様式は、所要の補正をして使用することができる。 

附　則（令和３年規則第３４号） 

１　この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

２　改正前の上三川町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則に定め

る様式は、所要の補正をして使用することができる。 

３　この規則の施行の日前においても、受給資格認定の手続について必要な準

備行為を行うことができる。 

附　則（令和４年規則第１９号） 

（施行期日） 

１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この規則の施行の際、この規則による改正前の上三川町重度心身障害者医

療費助成に関する条例施行規則別記様式第６号による用紙で、現に残存する

ものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附　則（令和６年規則第２３号） 

（施行期日） 

１　この規則は、令和６年１２月２日から施行する。 

（経過措置） 

２　この規則の施行の際、この規則による改正前の上三川町重度心身障害者医

療費助成に関する条例施行規則別記様式第１号及び別記様式第４号による用

紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



別記様式第１号（第２条関係） 

別記様式第２号（第２条関係） 

別記様式第３号（第２条関係） 

別記様式第４号（第３条関係） 

別記様式第５号（第３条関係） 

別記様式第６号（第５条関係） 

別記様式第７号（第７条関係） 


